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1 . はじめに 

2001 年から 2006 年までの国の 科学技術政策の 基本的方向性を 示す第 2 次科学技術基本 

計画には企業のイノベーション 活動を促進するためのイノベーションシステム 改革の方向 

性 が強く打ち出されている。 産官学連携の 推進はその中核的な 政策イシュ一であ り、 国全 

体 としてのイノベーション 活動を活性化させるために、 大学や公的研究機関と 企業の連携 

を 強化するための 制度改革は、 最近急速に進んでいるところであ る。 例えば、 1998 年の TLO 

法によって、 大学や公的研究機関における TLO の設置が進み、 また、 2000 年に成立した 

産業技術力強化法には、 大学等における 研究者の兼業規制緩和や 国立大学における 民間か 

らの資金受け 入れ円滑化措置が 盛られている。 

この ょう な最近の政策的措置に 対応して、 具体的な産官学連携に 対する取り組みが 進み 

っ っ あ るところであ るが、 1980 年代に産官学連携に 関する各措置が 整備された米国と 比べ 

るとまだまだその 動きは遅れている。 産官学連携の 状況に関する 日米格差については、 政 

策的な取り組みが 遅れとともに、 日米両国のイノベーションシステムの 違いの影響も 大き 

い 。 米国においては、 ベンチャーキャピタル 等に よ る直接金融市場が 充実しており、 また 

人材の流動性がより 活発であ ることから、 外部市場を活用した 企業間や産官学連携が 日本 

と 比較してより 容易であ ると考えられる。 それに対して、 日本においては 各企業がそれぞ 

れの研究所を 中心として研究開発を 行ってきており、 研究面における 大学や公的研究機関 

との連携は活発に 行われてこなかった。 このような大企業を 中心とする「自双主義」が 日 

本において産官学連携を 阻害する一因となっているのではないかとの 指摘もなされている 

ところであ る。 ( 元 橋 (2001)) 

このような状況の 中で、 今後の日本における 産官学連携の 活性化の鍵を 握っているのが 

べンチヤ一企業の 役割であ る。 経済産業研究所における「日本のイノベーションシステム 

に関するアンケート 調査」によると、 大学との共同研究を 活発に行っている 革新的中小企 

業は、 大企業と比べてより 具体的な製品化に 向けたハン ズ オンの研究を 行っていることが 

分かっている。 ( 経済産業研究所 (2001)) 本稿においては、 中小企業庁が 平成Ⅱ年に行った 

「企業研究開発活動実態調査」の 個票 データを用いて、 産官学連携の 実態を明らかにする 

とともに、 特にハイテクベンチャ 一企業における 大学や公的研究機関との 連携戦略にっ い 

ての分析結果を 紹介する。 
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2. 産官学連携に 関する実態とハイテクベンチャ 一の位置付け 

中小企業庁が 平成 11 年に行った「企業研究開発活動実態調査」は、 平成 10 年商工実態 

調査 ( 経済産業省による 指定統計 ) において研究開発を 行っている製造業に 属する企業か 

ら 17.645 社を無作為抽出し、 産官学連携の 動向も含めた 企業の研究開発活動について 詳細 

な 調査を行ったものであ る。 ここでは、 同調査の個 票 データを用いて、 産官学連携の 実態 

ほ ついてハイテクベンチで 一の役割に フ オーカスしながら 明らかにしていく。 

まず、 1 図は大学、 国立研究機関及び 公設試験所のそれぞれとの 連携内容について、 大企 

業 、 中小企業及びべンチヤ 一企業の状況を 比較したものであ る。 1 まず、 大学との連携内容 

を見ると、 大企業において「技術相談」、 「共同研究」、 「委託研究」、 「奨学寄付」等の 割合 

が 高くなっている。 ベンチャ一企業においても 大企業と同じようなパターンを 示している 

が、 「共同研究」の 割合が最も高く、 「奨学寄付」の 割合が低くなっている。 中小企業にお 

いては、 全体的に大学との 連携割合が低くなっているが、 「商品開発」が 第 3 位に入って い 

ることが特徴的であ る。 また、 「商品開発」については、 ベンチャ一企業の 割合は大企業を 

上回っており、 前節で述べたよ う にべンチャ一企業を 含む中小企業は 大企業と比べてょり 

実用化に近い 産学連携を目指していることがここでも 確認、 された。 

次に、 国立研究機関との 連携内容については、 大企業による 連携が中心であ り、 ベンチ 

ャ 一企業も中小企業と 同様に連携の 頻度が低いということが 言える。 内容的には、 やはり 

「技術相談」や「共同研究」の 割合が高くなっているが、 大学との違 いは 「試験依頼」 や 

「人材研修」を 目的としたものも 多いことであ る。 最後に公設試験所については、 利用内 

容のほとんどが「技術相談」と「試験依頼」であ り、 その動向については 企業の種類別に 

大きな違いは 見られない。 公設試験所については、 独自のミッションを 有しており、 大学 

や国立研究機関とは 役割分担が明確になっているということができる。 

( 図 1) 産官学連携の 内容 
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Ⅰここでは、 大企業を企業活動基本調査の 対象企業 ( 従業員数 50 名以上でかつ 資本金 3000 万円以上の企 

業 ) 、 それ以外を中 刀 、 企業としており、 中 Ⅱ、 企業基本法に 基づく中小企業の 定義とは異なることに 留意され 
たい。 また、 ベンチヤ一企業は 1980 年以降に設立された 企業と定義しており、 上記の大企業又は 中小企業 
の カテゴリーからべンチヤ 一企業に該当するものは 除いている。 
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次に連携に際して 問題となる点についてやはり、 機関 別 、 企業別に見たのが 図 2 であ る。 

まず大学との 連携であ るが、 「自社の研究能力が 不十分」という 回答が最も多く、 産官学道 

携を成功させるためには 企業の absorptivecapacity や補完的な研究開発が 必要であ ること 

を示している。 (CohenandLe 而 nthal(1990)) なお、 「研究内容が 実用できでな い 」や「 研 

究 レベルが高度すぎる」といった 連携先の研究内容に 関する問題点を 指摘する声が 大企業 

において強いが、 これは自社内に 研究リソースを 有する大企業において、 産学連携に求め 

る 研究内容がより selective になっているためと 考えられる。 

国立研究機関との 連携に関しては、 やはり 「自社の研究能力が 不十分」の割合が 最も高 

くなっているが、 「情報入手が 困難であ る」といった 点や特に中小企業やべンチャ 一企業に 

おいて「手続きが 不明確であ る」といった 点を上げる声が 高くなっている。 また、 「研究所 

の場所の問題点 ( 近くに適当な 研究所がない ) 」といった回答も 多く、 産官学連携を 行 う際 には地理的な 近接性も重要なファクタ 一であ るとい @ と ができる。 最後の公設試験所に 

ついては国立研究機関と 同様のパターンを 示している。 産学連携の内容については、 公設 

試験所は「技術相談」や「試験依頼」といった 独自の役割が 明確になっていたが、 利用者 

に 対する情報提供については 国立試験機関と 同様の問題を 抱えている。 

( 図 2) 産官学連携に 際して企業から 見て問題となる 点 
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3. 考察と政策的インプリケーション 

「企業研究開発活動実態調査」の 個票 データを用いた 分析によって、 大学や国立研究機 

関 との連携の実態は、 技術を導入してそれをすぐに 商品化につなげるといったリニアモ デ 

ル ではなく、 共同で研究を 行っていくプロセスが 重要であ ることが分かった。 ただ、 その 

中でもべンチヤ 一企業を中心とする 中小企業は、 大企業と比べてより 商品開発に近い 研究 

に 力点をおいていることが 判明した。 中小企業と比べて 大企業は研究開発に 関してより豊 

富な人的、 資金的リソースを 有していることから、 大学や公的研究機関には 基盤的な研究 

成果を期待し、 実際の商品開発については 自社のリソースを 用いて 行 ラインセンティブが 
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働く。 その一方で自社のリソースに 乏しい中小企業においては、 産官学連携による 共同研 

究に対して、 より製品化に 近いところまで 期待することが 考えられることから、 この大金 

業 と中小企業の 連携戦略の違いは 合理的に説明することができる。 

ただし、 日本の大企業は 自社開発に対するこだわりが 強く、 大学や公的研究機関あ るい 

は 他の企業との 有機的な連携がうまくいっていないという 指摘もあ る。 そのような状況に 

おいて、 好む・好まさるにかかわらず、 積極的に他者との 連携戦略の乗り 出す必要のあ る 

中小企業、 とりわけ研究開発型で 急成長を指向するハイテクベンチャ 一の役割は大きい。 

研究開発には 規模や範囲の 経済性があ ることから、 大企業によって 行われることがより 効 

率的であ るという議論も 存在するが、 一方で大企業においては 自社の技術を 陳腐化させる 

破壊的イノベーションが 生まれにくいということ 考えられる。 特に、 国際競争が激化する 

中で創造的なイノベーションの 重要性が叫ばれている 最近の状況下では、 static な 効率性 よ 

りも dynamic な 競争によるイノベーションに 対するインセンティブ 効果がより重要となっ 

ている。 2 

このように社会的厚生といった 側面から期待されるべンチャ 一企業は、 その一方で資本 

市場の非効率性による 資金調達の問題や 技術的アウトプットの 専有性 (appropriability) に 

関して大企業と 比較してハンディキ ヤソプ を追っている。 SBIR のようなハイテクベンチ ャ 

一 を育てる制度は 整備されてきているが、 産官学連携等により 既存の知的ストックを 中小 

企業がうまく 活用できるスキームを 充実させていくことが 重要であ る。 また、 大学や公的 

研究機関における 研究成果はその 性格上そのまま 商品化できるものは 少なく、 相当の開発 

行為が必要となる。 その際には他のべンチャ 一企業や大企業との 連携を円滑化するための 

施策やあ る程度企業や 研究所が集積している 地域については、 より有機的なクラスター 形 

成を支援していくことが 重要であ る。 
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